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第５回 大手前・森之宮まちづくり協議会 

                        日時：平成２２年１２月２４日 

                        場所：大阪府公館 大サロン 

○司会 

 そろそろお時間まいりました。山西委員のほうが車でこちらに向われるようなんで

すけども、ちょっと渋滞に入っておくれられると聞いておりますので、ただいまより

第５回のまちづくり協議会を開催させていただきたいと思います。  

 皆様には大変お忙しいところを御出席を賜わりまして、心よりお礼を申し上げたい

と思います。 

 まず初めに、木村副知事よりごあいさつを申し上げます。  

○木村副知事 

 皆様、こんにちは。本当に年の瀬も押し詰まってまいりました。慌ただしい中、第

５回目になります大手前・森之宮まちづくり協議会に御出席いただいて、ありがとう

ございます。 

 まず、議会の関係ですけども、先般、会期を終えました９月定例議会におきまして

は、この両地区のまちづくりについて、いろいろな議論が交わされたところでござい

ます。とりわけ成人病センターにつきましては、後ほど担当から細かく御説明いたし

ますが、建て替え場所についての意見が各会派から出されております。府議会に対し

て、今後きちんとした説明をしてまいる所存でございます。  

 私ども今後、両地区の土地利用の基本プランを取りまとめることにしておりますが、

本協議会で御意見をちょうだいするのは本日が最後ということでございますので、ぜ

ひ、本日もいつもどおり忌憚のない御議論をよろしくお願い申し上げます。  

 どうぞよろしくお願いします。  

○司会 

 本日は、加藤会長始め８名の委員の方と、オブザーバーの方々に御出席をいただい
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ております。 

 お手元に配席図を配付いたしておりますので、御紹介のほうは省略をさせていただ

きます。 

 まず、配付資料の確認のほうをお願いをいたしたいと思います。  

 まず、１枚目が本日の次第でございます。次に配席図、それと資料１としまして、

成人病センターの移転を前提とした大手前地区、森之宮地区の土地利用についてでご

ざいます。配付漏れ等ございませんでしょうか。  

 それでは、以後の進行につきましては、加藤会長にお願いをいたしたいと思います。 

○加藤会長 

 年末押し迫りまして、最後の協議会ということでございますので、２時間ぐらいの

時間でございますので、結論ということではなくて、尐し方向性みたいなものを取り

まとめといいますか、確認できたらいいなという気持ちでございます。  

 まず、これは最初に説明するよりも、ですね。土地利用の考え方ということで、尐

しお手元にございますが、これにつきまして、これは事務局の提案ということでござ

いますので、それをもとに議論を進めさせていただけたらと思います。よろしくお願

いいたします。 

○岩田総務部理事 

 まちづくりＰＴ岩田でございます。私のほうから説明をさせていただきます。  

 お手元の「土地利用について」という資料でございますが、１枚おめくりをいただ

きまして、まずこの資料の前提というものを書かせていただいております。  

 大手前地区については、そもそも庁舎を建て替えるということを計画しまして、こ

れまで建設を進めてまいりましたけども、平成８年以降、財政難で新しい庁舎の建設

がとまっているという状況でございます。昨年の２１年２月府議会、それから９月議

会で府庁舎そのものを移転する条例案、これを御審議いただきましたけれども、府議

会で２度否決ということになってございます。これが現在の大手前の現状でございま
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す。 

 それから、森之宮につきましては成人病センター、これの移転建て替えということ

で、病院機構におきまして、大手前に移転・建て替える前提での検討が現在進められ

ております。 

 こういう現状を踏まえた土地利用の可能性ということで、この資料はつくったもの

でございます。 

 申し訳ありませんが、ちょっとここには書き切れておりませんけれども、今、副知

事からお話申し上げたように、この９月定例府議会でいろいろ御議論がございました。

前回の協議会でも府議会の質疑の状況について御説明をしましたけれども、その後も

議論がございました。特に成人病センターの移転につきまして、その移転・建て替え

る場所として、現地と大手前と両方の比較をこれまでしてまいりまして、大手前の建

て替えがより優位であるということで、府議会に説明してまいったわけでございます

けれども、その現地で建て替えをするという案について、これまで府議会に説明をし

ていなかった案というものがもともとありまして、それが今まで議会に説明がなかっ

たことが指摘され、その取り扱いにつきまして、府議会から御意見をいただいており

ます。その件につきましては、府議会の各会派の幹事長、政調会長に対しまして、そ

の資料の扱いなり中身について、これから、年明けから早急にきちんと説明をさせて

いただき、きちんと議論させていただくということを、一昨日まで説明をして回りま

した。 

 したがいまして、議会の意見に対して成人病センター建て替える場所についての説

明が現在行われております。そうした状況にありますが、今日の資料は、成人病セン

ターを大手前に移転をするという前提のもとでつくった資料でございます。この協議

会の設置の趣旨は、そもそも成人病センターが大手前に移転することを前提にまちづ

くりについて意見をいただくということでございますので、そこは尐しすみ分けをさ

せていただきまして、今日は移転をするとした場合の土地利用のあり方として、こう
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いうプランを考えてみましたので、皆様の御意見をちょうだいできればというスタン

スでございます。まず、その点お含みおきをいただきたいと思います。 

 １枚めくって１ページと２ページのところでございます。  

 まず、これは過去の協議会でも御説明してまいっておりますが、まず全体の認識と

いうことを書いております。左側のページは大阪城周辺全体の状況の変化、それに対

応して、この大阪城一帯を東西軸の東の拠点、アジアの大きな受け皿にしていく、そ

ういう方向性をまず書いてございます。  

 右の２ページは、そういうものにするために、この地域全体のトータルイメージを

いかに高めるかということで、貴重な都市資源、水・緑、あるいは京都・奈良につな

がる歴史・文化ストック、そういったものを磨き上げる。公的な土地の約８０ヘクタ

ールという存在もございますので、そういうところをまちづくりに活用していく、そ

ういう視点が重要であるということを書いております。  

 ３ページでございます。  

 ここからはまず大手前地区の現状でございます。右の４ページを御覧いただきます

と、全体１点波線で囲んでおりますエリアが、いわゆるもともと府庁舎を建て替るた

めの計画のエリア、約９．８ヘクタールでございます。これがこの土地利用の基本の

ベースです。 

 大手通りを挟んで約北地区が３、南地区が７、７対３の比率の面積になっておりま

す。特に南地区の真ん中は、ここにもともと新庁舎を建てる予定地でございます。こ

こは現在、大きくあいているということで、駐車場に暫定利用している状態でござい

ます。これが現況でございます。 

 次、５ページにまいりまして、まず、基本方針でございます。  

 一つ目は方向性ということで、まず、立地特性から見た方向性としては、まず、大

阪城側、それから谷町筋を挟みまして西側エリア、ちょうどここの接点に当たるとい

うことで、大阪城の観光集実年間８５０万人、こういったものを活かすということ、
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それから西側エリアのにぎわいのまちづくり、界隈型のまちづくりが進むエリア、こ

のエリアとを結ぶ。周辺には放送局、新聞社、それから歴史文化施設といろいろござ

います。こういうものをにぎわいづくりのトリガー、そういうものにしていこうとい

うのが、立地特性から見える方向性でございます。  

 それから右側の地歴・場所性からいきますと、ここはもう先生方御承知のとおり、

歴史と現代が同居するまちでございまして、難波津から始まりまして、お城、官庁街、

昭和に入ってからは大阪城公園の整備、市民開放、それから戦後は復興の中で商住近

接、最近においては界隈型のまちづくりが進んでいるという、そういうことからしま

すと、この１等地を府民のためにパブリックな場所にしていくという方向性が見えて

くるということでございます。  

 それから、７ページにまいりまして、このエリアの最大の売りとしては緑だろうと

思います。下の図のとおり大阪城公園、それから向って左側に大川を中心とする水辺

空間、それから右側に中央大通、難波宮も含めてですが、中央大通、特に中央大通は

緑の風の軸という位置づけをしておりますので、そのちょうど真ん中に大手前地区が

立地をする。ここに新しく景観軸というふうな位置づけをして、広場なり緑空間をこ

こに創出をするということによって、その下矢印がありますが、町なかのほうにもそ

ういう大阪城周辺一帯の緑のネットワークとして、まちづくりにつなげていけると、

緑空間の展開という方向性ができるのではないかと考えます。  

 それから８ページ、今度、景観面でございますが、これもやっぱり大阪城中心に考

えたときに、大阪城に対していかに視点場をいかに増やすかということで、既存のＯ

ＭＭであるとか、ＮＨＫの社屋からの見え方、新たに大手前の例えば本館、あるいは

新しく予定する成人病センターの前のエリアからの視点場、そういったものの確保が

大事であろうかと思います。  

 あと谷町筋からの歩行者の目線で大阪城がいかに見えるかというような視点、そう

いったことで全体として統一感のある、大阪城を核とした統一感のある景観形成の方
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向に持っていければということが書いてございます。  

 それから９ページにまいりまして、そうなりますと今度、歩行者ですね。歩く方が

この場所を行き交う楽しい空間にしていく必要があるということで、ちょうど谷町筋

から大阪城に向かう高麗橋通、大手通、本町通の三つのルート、それから各駅からの

人の流れ、これをいかにスムーズにつなげていくかということで、ちょうど真ん中の

大手通をシンボルストリートという形で歩道を現状よりも拡幅をする。それから、谷

町四丁目の駅からスムーズに大手門に抜けるような、例えばエスカレーターをつくる

というようなことで、そういう歩行者のネットワークの形成を考えたいなというふう

に思っています。 

 それから右側、今度、自動車での来訪につきましては、ちょうど大手通のところは、

いわゆる通過交通が入りにくいという現状にございますので、ここは新しく道路整備

を行わずに現状を使って自動車のアクセスをする。基本的には歩行者の動線を分断し

ないように、にぎわいのある歩行者空間という形でこの大手通を位置づけしたいとい

うことを書いております。  

 １１ページにまいりまして、次はまちづくりのコンセプトです。  

 以上、申し上げた立地特性あるいは緑、景観、交通アクセスという点を踏まえると

ともに、冒頭申し上げましたように成人病センターの移転を大手前にするという前提

を今回置いておりますので、その前提も入れ込んだ形で大手前地区につきましては、

「先進医療とにぎわいが複合するまちづくり」というコンセプト案にさせていただき

ました。 

 前回までのコンセプト案はその下の副題にございます「まちと城を結ぶにぎわい集

実拠点」、これが第３回目の協議会でお出しをしたコンセプト案ですが、その後、府

議会等からの意見もあり、成人病センターとの整合性に一定配慮をしまして、先進医

療という言葉をコンセプトの中に明示をいたしました。ですので、先進医療と多様な

機能が融合する、複合するということによって周辺のまちに新しい息吹を送り込む、
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そういうコンセプトにさせていただいております。  

 右側がそのコンセプトを具体化するイメージで、大きく三つのゾーン分け、きちっ

とした細かいゾーニングというよりも、緩やかなゾーニングということで、観光にぎ

わいゾーン、それから、ハイエンド交流ゾーン、真ん中を貫きます大手門への参道、

そういうゾーニングをイメージしております。  

 １３ページにまいりまして、ここは前回、前々回の議論を踏まえて、成人病センタ

ーとの機能連携を具体的に書かせていただきました。右の１４ページのほうがわかり

やすいかと思いますが、要は周辺の施設、あるいは来訪者、大阪城あるいは谷四側の

町なか、それとの関連性ということで、成人病センターに隣接する右側、これはお城

側のほうですが、ホテルあるいは広場といったもので患者や家族の方の宿泊、あるい

は憩い、あるいは会議・飲食、そういったような機能連携が考えられる。また、左側

の町なかとの連携としては、成人病センターを機能サポートするような医療関連企業

等、それから高齢者施設等、通院治療の可能性、そういったもので全体として連携の

とれたまちづくりが見えてくるのではないかということを書いております。 

 左下はそれを絵で落とし込んだものでございます。  

 １５ページのほうは、それをブロック単位で具体的な機能の導入のイメージを書い

ております。ちょうど大手通を挟んで左側が南、これはＤとＥ、本館は現状のままで

ございます。北側、右側が成人病センターがＢブロック、それに関連する駐車場が下

のＣブロック、前面の大手門の真っ正面がＡブロックという、そういうブロック分け

でございまして、右の１６ページの上、これは府庁舎、現状を活用するということで、

活用例を例示しております。 

 Ａブロックについては、主に広場の機能、それから宿泊滞在機能ということで、大

阪城の観光集実、これをいかに取り込むかという視点、それから、先ほどの成人病セ

ンターの連携でのことで宿泊と憩い等の機能ということで、広場あるいはホテルをイ

メージしておりますけれども、そういう滞在できる空間、施設例を書いています。 



－8－ 

 それから１７ページは、これは成人病センターのＢブロック、それから関連駐車場

のＣブロックでございます。左側は病院建物の計画です。これは今年の３月に病院機

構が公表した整備構想の案に基づくものでございます。こういった規模の病院のイメ

ージでございます。 

 右側がそれに至るアクセスの整備ということで、主に成人病センターへの来訪は、

大手通から入り別館との間が車でのアクセス、あるいは歩行者のアクセスになります

が、加えて地下鉄の谷町四丁目の駅から、右下にありますように新しくエスカレータ

ー、あるいはエレベーターを新設しまして、バリアフリー化を図って、地下通路から

病院にスムーズに移動できるアクセス整備を考えてございます。  

 それから１９ページにまいりまして、今度、大手通を挟んで南側のブロックのＤブ

ロックでございます。府公館あるいはその隣に近畿管区警察局のプレハブ、そういっ

たものがある場所でございますが、ここは医療サポートとして成人病センターと機能

連携する施設、あるいはにぎわいを生み出せるような企業の立地によって、にぎわい

の創出、といった事業を創出できるということで、医療関連企業のオフィス、大学・

専門学校、メディア系企業等という施設例を書いてございます。 

 それから、その下のＥブロックは、現在、議会会館のところでございます。ここも

主に医療サポートということで、市場調査の結果も踏まえてでございますが、有料の

老人ホーム等の患者・家族の支援サービス等の医療サポート機能、そういった導入機

能を考えています。 

 その結果として、右側に配置例を紹介しております。仮にこれだけの施設がここに

立地をするとした場合には、年間で延べ１８０万人の新たな来訪者という、各施設ご

との積み上げによる試算をいたしております。 

 ２１ページ以降は、今度は空間形成の考え方ということでございます。  

 一つ目が大手通の空間形成ということで、これは右の上をちょっとごらんいただき

たいと思いますが、現在の大手通というのは車道９メートルで、歩道が左右にそれぞ
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れ１．８メートル、合計で１２．６メートルが現状の道路幅でございますが、これを

さらに広げます。一つは、歩道として４．２メートル拡幅して合計６メートルの歩道

にする。さらにそこから敷地の中に壁面後退を４メートル以上、これは各施設管理者

にお願いをして４メートル以上確保していきたいということで、トータルしますと約

３０メートルの道路幅の通りをイメージをしております。  

 その建物の１階部分には飲食とかギャラリー等を配置することで、全体としてにぎ

わいのある街並みを形成するという考え方でございます。  

 それから、２３ページをお開きいただきます。  

 これは、ブロック間の中の街区中通りという言い方をしておりますが、、歩行者通

路として４メートル、敷地の境界からそれぞれ２メートルを確保して、さらにそこか

ら壁面後退をするということで、そういう空間をこの中通りとして確保したいと考え

ております。加えて広場的なものをその中に配置をすることで、谷町四丁目からのア

プローチ、それから大手通、それからさらには大阪城につながる通り空間を考えてい

ます。 

 次の２５ページ、これは 幅員の幅の参考資料ということで、先ほど言いましたよ

うに、歩道をさらに拡幅するということで、約３０メートルの道幅になりますので、

その下にありますように、隣接をする建物の高さとの関係でいくと、３０メートルの

道路幅であれば、本館と１対１、成人病センターがここに建つとした場合に３０メー

トルに対して約６０メートル、ただ中間階層であれば、約１対１という、比較的圧迫

感の緩いそういう建物構造になるということでございます。 

 それから、次の２７ページ、ここは建築物の制限、これから实際に都市計画等を進

めるためのたたき台ということで、一般的なことしか書いてございませんが、例えば

大手前であれば用途の制限ということで、住宅等の建築はしないというようなことを

考えてございます。あるいは、高さの最高限度としては隣接する府警本部の建物の高

さ、そういったものを考慮するといったようなことを書いてございます。  
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 右の誘導手法、まだこれも試案段階ですので、今後詰めていく必要があります。ガ

イドラインというような形で、今後、事業コンペをするに当たってきちんと作成をす

ることや第三者に土地が譲渡するということも将来、想定されますので、そうなりま

すと、きちんとした拘束力を持たせるために、例えば都市計画として地区計画の策定、

そういったものも考えていく必要があると考えております。 

 次のページはまだ十分練れたものではありませんが、全体として緑、大手前、大手

通を中心に大阪城公園との一体性を醸し出したい。また建物の高さにも一定配慮する

ということで広がりを持たせて、それがさらに谷町筋を挟んで西側にも広げていける

ような、そういうまちづくりをイメージしたものでございます。  

 以上が大手前地区でございます。  

 次の３１ページ、ここからは森之宮地区の土地利用でございます。 

 右のページに現況を書いてございまして、ちょうど中央通の南側、ごらんのとおり、

府の施設が立地しております。これは平成４年に大阪府が森之宮健康ゾーン構想を策

定いたしました。その理念に基づく施設配置になってございます。土地の所有は病院

機構、それから大阪府の所有になってございます。全体で約３．４ヘクタールの敷地

面積がございます。 

 ３３ページからは森之宮地区のまちづくりの基本方針でございます。  

 方向性として、まず立地特性から何が見えるかということで、大阪城公園の東の玄

関口ということでＪＲそれから地下鉄、合計三つの駅に隣接をしている非常に交通至

便な場所でございます。一方、東側、南側は主に住宅、それから西側につきましては

住宅及び飲食系商業、非常に狭小な敷地で、かつ狭隘な道路に挟まれている、密集市

街地に隣接をしているという点、交通利便が高い割には、生活の利便施設というもの

が不足をしているということでございます。  

 右は地歴・場所性を書いております。明治期は大阪砲兵工廠、玉造界隈までかけて、

そういう工場にお勤めになる方の町としてここは栄えてきたが、戦後は先ほど申しま
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したように、府立成人病センターが１９５９年にできました。６０年代に入りますと、

砲兵工廠跡に当時の日本住宅公団の森之宮団地の建設されたという歴史がございます。

健康科学センターは平成１３年に完成しています。  

 最近では大阪城公園の東の玄関口ということで、ランニングされる方のランナーサ

ポート施設なども立地をしてます。 

 これが現状でございまして、３５ページはコンセプトでございます。  

 その大阪城公園との近接性、それから生活利便にもう尐し力を入れ、都市型居住の

モデルになるまちを目指すべきではないかということで、コンセプトとしては「にぎ

わいと安心のパークサイド・ライフスタイル」という打ち出しを考えております。  

 ここを生活利便施設を中心に周囲に開かれた空間、そういったものにしていくこと

によって、森之宮駅周辺全体への活性化を促すきっかけになるというコンセプト案に

しております。 

 右側はその土地利用ゾーニング、大きく北側のにぎわいライフゾーン、ここは生活

利便施設を中心とした、あるいは若者のための教育機能等でございます。ここの開発

によって駅前周辺への活性化に波及をさせる点が第１点。  

 それから南側は多世代交流ライフゾーン、ここは主に住宅をイメージしております。

さらにその南側に公園ということで、公園と道路ということで、周辺と一体的なまち

づくりを目指してはどうかという提案でございます。  

 ちょっとこれらわかりにくいので、次のページをおめくりください。３７ページで

ございます。 

 その南側とか、東側の既成市街地とこの森之宮地区を貫く環境軸、公園、それから

南北のコミュニティストリートということで、これをつなぐことによって、緑の風の

中央大通に連絡をする、さらには大阪城公園に連絡をする。その流れが南側と通じる

ことになり、そういうネットワークをまず形成したいというのが第１点でございます。  

 それから右側の都市景観、ここに住まわれる方が大阪城あるいは天守閣が見えると
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いったようなことで、ここが新たなランドマークになり得る場所であり、、一種の住

宅のブランド化といったようなものが可能ではないかという趣旨を書いてございます。 

 それから、次の３９ページ、これは先ほど申し上げました南北の歩行者のネットワ

ークということで、コミュニティストリートのイメージを書いております。南北から

森之宮駅に至る新しい動線、結節点に憩いの空間、広場、そういったものを配置する

ということでございます。  

 あと自動車の主要なアクセスとなりますと、中央通でございます。ただ、非常に渋

滞の激しい道路でございますので、やはりこの敷地の中に例えば商業施設を持ってく

るという場合には、道路の拡幅あるいは区画内の道路の整備、周辺道路の交通規制等

の変更、そういったものが課題として考えられます。そういうことをここには書いて

ございます。 

 ４１ページは、導入機能として例示をさせていただきました。  

 まず、にぎわいライフゾーンということで生活に関連する施設として、交通利便性

を生かし、都心回帰の受け皿ということで、ここではコミュニティ型のスーパーマー

ケット、専門店の立地が考えられるのではないかということ、それからもう一つは、

大阪城公園をイメージする健康志向の施設というものが考えられるのではないかと。  

 それから駅前性や、若者というところにターゲットを置き、教育・研究機能などが

考えられます。 

 それから右側は多世代交流ライフゾーンということで、これはもう生活の場そのも

の、いわゆる住宅として都市型の良質なマンション、あるいはシニア住宅というもの

を例示させていただきました。  

 次の４３ページは、それを絵に落とし込んだものでございます。  

 ４４ページは、これは上と下が違いますのは、商業施設を持ってくるとした場合に、

そこに至る自動車のアクセスですね。中央大通から入ってくる自動車アクセス、それ

が上と下では尐し異なった形になるということで、２パターンここに書いております。
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後の配置は主に変わっておりません。  

 これが主に市場調査をベースにすると、こういう土地利用が考えられるということ

ですが、４５ページは現在ここにある府の関連施設、これをまず動かすことが大前提

になりますので、尐し現实的な話として今の検討状況を書いております。考え方の三

つ目のポツのところにございますけれども、この中でも特に健康科学センタービルは、

平成１３年という比較的新しい建物で、かつ現在、成人病センターの研究所がその中

に入っており、建物としては検診機器を設置できる構造になっているということもご

ざいますので、この建物を有効活用するということを前提に現在検討を進めておりま

す。 

 その結果として、その下の（２）のところですが、この健康科学センタービルへま

ず周辺の府の施設を集約化するということで、中央大通の反対側に現在ありますがん

予防検診センター、それから府立公衆衛生研究所、これを健康科学センタービルに集

約することを検討しております。  

 残りの府の関連施設、右の４６ページでいきますと、（３）のところですが、成人

病センター、犬管理指導所、環境農林水産総合研究所、府警察の単身寮、成人病セン

ターの移転を契機として、２７年度を目途に他に移転することを検討しているところ

でございます。 

 したがって、それを前提にしますと、次の４７ページを御覧をいただきたいのです

が、先ほど４４ページの絵と比べますと、ちょうどこの健康科学センターとその南に

ある立体駐車場、ここの部分が、ここに府の関連施設を入居するという前提にここで

は変わっております。 

 したがって、府有施設を健康科学センターに集約化することを前提にいたしますと、

この４７ページの絵が当面活用するパターンとしては考えられるのではないかという

ことでございます。 

 以上が土地利用の大きな考え方でございます。  
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 次、４８ページからは空間形成の考え方です。  

 一つ目は公園をつくるということで、その右下に地図をつけておりますが、このエ

リアはちょうど中央大通、それから南に下って、長堀通に囲まれて東西、左右でいく

と玉造筋ですね。大体、東西３００メートル、南北で７００メートルぐらいのスケー

ルになります。このエリアには、現在、都市計画公園がないということもありますの

で、この場所で再開発をするとなれば、やはり公園を憩い・交流の場として整備をす

るということが課題になります。 

 また憩い空間だけじゃなくて、防災面での意味も非常に重要でございますので、き

ちっとした形で整備をしていければなと思います。  

 それから、次の４９ページは、その公園につながる南北のストリートですね。先ほ

ど申し上げたとおりでございます。大体、イメージとしてはその下にありますように、

４メートルの歩行者用通路プラス左右の壁面後退ということで、大阪城中央通りに至

る歩行者通路を確保できればということを書いております。  

 それから５１ページ、これは大手前地区で御説明した内容とほぼ同様の内容でござ

います。やはりきちっと将来のまちづくりを担保するガイドラインなり、あるいは場

合によって地区計画といったようなものの検討が必要と考えております。ここはもう

尐し事務的にもきちんと詰めていかなくてはいけない部分でございます。  

 最後に５３ページは、これもイメージパースでございます。 

 尐し、これ、絵がわかりにくくて申し訳ないのですが、右の公園のように見える部

分は公園ではなく、屋上緑化のイメージです 

 商業施設を持ってきた場合にの屋上緑化を書いているということでございます。も

う尐し絵は工夫をしたい、しなくちゃいけないなと思っております。 

 最後５５ページ、ここは尐し視点を変えて、この両地区のまちづくりというものが、

大阪城周辺全体の活性化のトリガーになるべきという問題意識を持っておりますので、

そういう波及効果の可能性として絵をかいております。人の流れが大きく変わる、特
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に八軒家、天満橋大川からの人の流れ、それから谷町四丁目からの人の流れが大きく

変わる。特に大手通りを大阪城に至る参道にしようということですので、その流れが

森之宮あるいはＯＢＰ、桜ノ宮というその周辺への人の流れ、回遊性という新たな流

れを生むということでございます。  

 また、加えてその面的な広がりということで、右の５６ページでは丸く書いてあり

ます。８ですね。そういうところの公的用地８０ヘクタールも含めて、新たなまちづ

くりの展開、施設のリロケーションとか、機能再配置とか、そういうものにつながっ

ていけるような役割を果たしていきたいということです。。 

 ただ、絵をかくだけでは物事は進みませんので、次の５７ページ、５８ページは、

例えば、その手段として特区制度の活用でございまして、下のスケジュールを御覧い

ただきますと、今現在は国での制度設計、あるいは法案の検討という状況でございま

して、我々は９月２１日にその上にありますようなアイデア出しを国に持ってまいっ

ております。大阪府は上の大手前・森之宮地区を想定しておりまして、大阪市さん、

それから、大阪商工会議所さんは大阪城公園、要するに饅頭の皮とあんこの中身です

ね。そういう形でアイデア出しをしております。国の動向いかんによりますが、順調

に法案、法制度ができたとすれば、来年の夏に特区の指定ということになりますので、

大阪市さんと共同での特区申請ということも検討していきたいと考えております。 

 それから、５６ページは特区プラス総合的なビジョン、そういうものを関係者間で

共用することが大事だろうということです。行政に限らず、経済界あるいは地域の方

含めて、そういう共有できるビジョン、全体のビジョンも要るのではないか。それか

らそれを進めるための体制づくりということで、ここでは協議会というような例示を

しておりますけれども、ブランド化あるいはまちづくりの調整、観光プロモーション、

いろんな場面で調整役になる組織が全体としては要るのではないかということで、そ

ういう問題提起をさせていただいております。  

 尐し長くなりましたけれども、我々が現在、前提を置いた上で考えております土地



－16－ 

利用の大きな方向性と内容でございます。  

 説明は以上でございます。  

○加藤会長 

 ありがとうございました。  

 ただいまのプロジェクトチームからの案といいますか、原案といいますか、大まか

に二つの地区につきまして基盤的な問題と、それから導入機能の問題がございました

が、本協議会としては尐し今後の議論を進めるために、どんなスタンスでいくのかと

いうことの御意見もいただいていたほうがいいのかという気がいたします。  

 前提条件がいろいろ前提とこれ「した」と書いてありますが、成人病センターの移

転を「仮定した」というような言い方もできるかと思いますけれども、そういう前提

にしてまとめていただいております。  

 そこの部分は最後、今後の取り扱いのところでは、府のほうで最終的に変更もあり

得るということはお含みおきいただきながらも、この協議会としては、こういうこと

についての忌憚のない意見を土地利用とそれから基盤、あるいは導入機能という点に

限って、尐し御意見をいただければというふうに思いますが。そういうことで、いか

がでございましょうか。 

○徳永委員 

 よろしいですか。 

○加藤会長 

 はい、どうぞ。 

○徳永委員 

 済みません。一番最初に出た前提についての部分について、ちょっと一言、私から

もちょっと話させていただきたい。大変申しわけないんですけれども。  

 議会のほうから、これは私の今、所属している会派、私もそうなんですけども含め

て、この成人病センターの移転に関して、ちょっと昨年９月とことしの２月に議会で
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議論されていた内容というのは、検討する材料がちょっと余りにも間違っていたと。

間違っているというか、ちゃんとすべて出されていなかったというところから、この

９月に議論がなって、おかしいんじゃないかということで、先ほど出た前提条件につ

ながっているんですけれども、もともと私もこの第１回目のときに冒頭に、個人的に

はこの移転というのは賛成じゃないけれども、やはり移転というのは議会で決まった

という前提から始まっていて、そして、地域の１人として参加するということなんで、

参加していきました。そして、今回も今、議会がこういったような現状になっている

んで、参加をどうしようかということも考えたんですけど、やはり地域の一員として

出るべきだと。本来はやはり議会、ずっとこの今までの議論の４回までも、議会の前

提条件という話があったんで、本来はどうするっていうのは、そこはある程度決まっ

てからというのも必要だと私は思っています。しかしながら、この協議会の要綱とし

て大手前に移転をすると、成人病センターが。あるんで、その中の意見という形です

るということで今、参加をさせてもらっています。  

 それを踏まえて申しわけないんですけど、それで先ほど加藤会長からあったように、

方向性とか取りまとめをするというのは、これは私はもう意見を言うという意味合い

でとっていますので、なかなか前提条件がここまでぶれている中、なかなか方向性と

いうのは私は出せないと思っていますので、その点、御了承していただきたいと。  

 最終的に私の今回の意見に関しては、その中で言うと、この大手前地区がやはりに

ぎわいづくりの起爆剤となる本当に重要な場所やと私は思っています。その分では、

今、大阪市さんが大阪城の中の特区提案を今、商工会議所と一緒にやっているという

ふうに関しては、本当にここは連携していく大切なところであるので、本当にこの成

人病センターがあった中で今考えていいものかどうか、もしかすると、それがなかっ

たほうがもっと自由な考えができるんではないかなという気もしております。  

 知事なんかは、これちょっと離れますけど、北ヤードに関しては森にしたらええと

か、本当これは大阪市さんの話なんですけれども、してる中、もっともっと今後いろ
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んな意見できるんじゃないかなという気は思っております。ちょっと今回、指針が違

うんですけれども、私の立場としてはちょっとこれ一言述べさせていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○加藤会長 

 ありがとうございました。  

 というお立場の意見もございましたけれども、ほかに何かこの進め方といいますか。  

○梅本委員 

 尐し関連してよろしゅうございますか。 

○加藤会長 

 ええ、どうぞ。 

○梅本委員 

 今、徳永先生からお話がありましたけれども、まず、この提案のときの私ども議会

で成人病センターの移転というのは、一定の条件もつけながら認めたという中の場合

に、先ほど岩田さんからも御説明ありました。これ、真摯におっしゃっていただいた

と思うんだけども、提案の中で肝心かなめのその要するに現地で建て替えるときのよ

さというんでしょうか、そういうこともきょう、検討いただいた資料が欠落をしてい

たと。もうこれ意識的に消されたのか、あるいはよくわかりません。どういう意味で

お出しにならなかったのかわかりませんが、検討するときの比較対象するときの基本

的な資料がなかったということの中で結論が出たというところもございますので、こ

の辺は今、御提示いただくと非常にそのこういう結論になったかどうかということに

大変懐疑的な、言えばそれだけ重要な資料が欠落してたということでございましたの

で、まずここで御提案なさったときのその議会で決めたよとおっしゃったけれども、

その欠落をした資料の中で決めたというようなことがあったということ、これまず、

よく覚えていただかないと困るな。特区に関して今改めて２月議会に向って予算要求
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等があるでしょうけれども、そのときにはこのことが大きな一つの問題になると思う

ので、これ皆さん方とは関係ないというか、議会と理事者との間ということになろう

かと思いますので、この辺は一つ、頭にお入れいただけたらありがたいなというのが

１点。 

 それからもう１点は、これは一番最後でございますけれども、特区ということで、

これ私ども言い続けておるんですけれども、ここの場所から、これ一応、一定の移転

があるわけですね。それによって、言えばにぎわいのところに供されるような場所も

出てくるというようなことでやっているんですけれども、現实問題として、跡地のこ

れ活用が今、一生懸命御検討いただいて、それぞれの御案が出てますけれども、これ、

大変もう２，０００名の方が第２庁舎といいましょうか、咲洲庁舎へ移られるという

ことが３月まで決まっておりますし、後の残りの３，０００名という方に関しては、

今、ここへ残られるという状況の中ではございますが、これとても先行きわかりませ

ん。そして、尐なくとも２，０００名が動かれるということについては、間違いなく

動いていかれるわけでしてね。その後、どうなさるかというのが今、鋭意検討なさっ

ておられて、これが实際に今どんな形になろうかということは別にいたしましても、

非常にタイムラグがあるわけなんです。  

 私ども一つは、この特区、特例区というのが大きな一つの歯止めというか、ものに

なるのかなと思っておりましたんですが、現实、これ一番最後の５５ページなんかも

そうですが、どっちかと言うと、府庁がなくなるところに対する特区というのは、あ

んまり入ってないで、大阪城公園を中心とした観光立地のところのものに関して、大

阪市あるいは商工会議所から特区申請というか、お願いをなさっておられるというよ

うなことで、この中の特区につきましても、果たして残された零細企業等々について

は、何らの保障もないというような感じでございますので、これ本当は私議会でも申

し上げましたように、大変言えば、２，０００名もの多くのものが動くということに

関して、先ほど歴史の中でもともとこの場所は、この変わるというよりは建て替えを
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しようという場所でずっと検討されてきたやつが、唐突に移るということになったわ

けで、その分に関しての補償といいましょうか、後に残されているところに対して、

１０年先にはこんないいものができますよと。多分、この案が实現すると大変いいも

のになるんだろうと思いますから、その期待は多きに期待されるんでしょうけれども、

その間待ってなさいと言われて、どうにもならないんじゃないでしょうかということ

を申し上げたんです。 

 これ、やはりその辺の手当てということも、まちづくりの中でやはり尐しお考えを

いただいとかないというか、尐しどころやなしに、大層にお考えいただいとかないか

んのやないかなという気がしますので、これはここの現实のまちづくりの一たんの前

にちょっと段階を踏まれるというような格好で、一つは府庁、本館が残されていただ

くということでございますから、この最終の３，０００名が動くときまでには、尐な

くてもどうせないかんのかということもお考えいただかないかんし、３，０００名が

これからずっと未来永劫残るのかどうかという問題もこれ保障されたわけでも何でも

なしに、实際に第２庁舎ができて、二つの庁舎があっていいものかどうかということ

は必ずこれ議題になりますし、知事さんのほうからも一つの統一選挙の踏み絵にする

よというようなお話もちらちらと新聞紙上に出てまいりますから、やっぱりこの後を

どうなさるかということも、これ、ひとつ真剣に、ぜひ理事者も含めてお考えいただ

かないかんとこう思いますので、前提が大分これを入れるということも本当におまと

めていただく会長さんも、ひとつ御配慮いただくようにお願いしたいなと思っており

ます。 

○加藤会長 

 そういう意味で尐し成人病センターの移転前提としたというところは、また別途、

精査をしていただくということで、ここの協議会の場としてはとりあえず、移転をも

し仮になったとしたらということも含めた上で、つまりそれを前提というよりも、想

定したというふうになるんでしょうか、想定した上でのお話として本当にベストな案
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になるのか、ベターな案になるのか、そこら辺のところの議論をいただければ、取り

まとめというのは難しいということであれば、こんな議論があったというようなとこ

ろでまとめてまいりたいというふうに思います。  

 一応、断わっておきたいんですが、ここは議会の諮問機関ではありませんので、行

政権の中で一応、行政計画としてどうかということを案として出されたものについて

自由な、第三者的な立場で議論をすると、そういう意味合いを尐し確認させていただ

きたいと思います。 

 よろしゅうございますか。  

○川田委員 

 関連しまして、きょうの会議は成人病センターを大手前に移転するという前提、想

定のもとでこの議論をしようと。それはそれで別途、この後やっていったらいいと思

いますんで、先ほど会長が協議会として方向性をまとめるんか、また、両府会の先生

方からはいろんな意見を言い、それで過去も、この場でいろいろな案が出てきました

ので、いろんな意見をいろんな案に対して言ってきたということが、この協議会とし

ての最後のアウトプットとなるのか、そこを御確認したいのと、それとも関連するん

ですけども、土地利用という面とあと今回、都市計画の手法を使っていきたいという

二つのお話がありましたので、それに尐し関連して申し上げると、この地区自身が先

ほど来、大阪城公園のお話も出ておりますように、そこに隣接し、水・緑とか歴史と

か文化といった非常に環境としていいものを持っている。一方、天満橋、谷町四丁目

という、鉄道の利便というんですか、交通の利便も非常に高いんで、商業機能とか業

務機能とか立地した複合的なまちづくりが今行われていると。やっぱり、こういう立

地環境をどれだけ活かしていくか、かつ既にある今の都市機能ともどう連携していく

かという中で、やはり地域経済の発展にもつながるようなまちづくりに向け、識見を

持ちながら、最終的なまちづくり案というのを検討していっていただきたいなという

のが土地利用に関して思うところであります。  
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 ですから、きょうの資料は成人病センターが大手前地区へ移転するということで資

料を取りまとめられてあるんですけども、それがこの地区のまちづくりにとってベタ

ー、よりふさわしいのかどうか、あるいはその地域の方々の理解が得られるかどうか

ということも含めて、十分な議論をやっていく必要があるのではないかなという、ち

ょっとこの間の議論を聞いてまして、思った次第なんです。  

 それでそれはなぜかと言うと、我々都市計画を預かる立場でいきますと、都市計画

法の中で土地利用とか空間形成をいいものにしていこうとすると、やはりその地域の

住民の方々の合意形成というのが非常に大事だと。その中で最近の都市計画の流れで

いきますと、都市計画の計画案をつくるとき、そういう段階において十分地域の方と

いうんですか、関係権利者とかそういう方々の意見を聞いた上で、それを計画案にで

きるだけ反映していくという、教科書としてはそういう考え方がございますので、そ

ういった考え方をできるだけ取り入れていただいて、最終的なまちづくりの計画案を

つくっていただきたいなというのが、都市計画の観点からの意見です。よろしくお願

いします。 

○加藤会長 

 今おっしゃる点はまさにそのとおりでございまして、ずっとそれは未来永劫やって

いかなきゃいけないスタンスでございますので、だれもそのことに対して異論を唱え

る方はおられませんが。 

○橋爪委員 

 いや、ちょっとその点でね。  

○加藤会長 

 いや、それで今回は尐しそういう中でもタイミングというものがありましてね。た

またまこういう前提とした土地利用の案を行政のほうはプロジェクトチームをつくっ

て提示されておられると。それに対してどう対応して、どういう意見を言っていくの

かというのは第三者的に、ここで協議会をつくっていただいたと、そういうことでご
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ざいますので。 

○橋爪委員 

 いいけども。協議会の役割を問われている場だと私は理解をしてます。このきょう

の資料はこれ、ＰＴの名前で出ていて協議会資料、これは協議会の取りまとめになる

のか、府の案の素案なのかというのを１点、先確認したいと思います。  

○加藤会長 

 ええ、私のほうから言ってよろしいですか。これはＰＴの案でございます。  

○橋爪委員 

 協議会の最終取りまとめ。  

○加藤会長 

 最終取りまとめはしません。意見を附帯して、これを報告すると。  

○橋爪委員 

 できれば、これまでの協議会に出た資料とか、すべての議論を合わせて。  

○加藤会長 

 報告書。 

○橋爪委員 

 一括でまとめるというものを持って報告事項として出していただきたい。でなけれ

ば、我々の存在意義がですね、協議会、何をこの間議論してきたとかが、一切残らな

くなりますので、そこはぜひ確認。 

○加藤会長 

 そういうことでよろしゅうございますか。  

○岩田総務部理事 

 そうです。このたび４回、いろんな資料でいろんな御議論をいただきましたから、

きょうの資料もそれにプラスして、トータル１回から５回まで、このこういう案に対

してこんな意見があったというのはすべて記録で残して、それをオープンにする。そ
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のすべてが協議会の成果であるというふうに私たちも考えておりますし、そういうふ

うに御理解をいただければありがたいと思います。 

○橋爪委員 

 きょうは、この場はこの素案に関して、最後もう一度、我々が意見を述べることが

できるという理解で。 

○岩田総務部理事 

 そうですね。はい。そうです。 

○加藤会長 

 そうです。 

○岩田総務部理事 

 今までは割とふわっとした理念やコンセプト、ゾーニングなどの資料で御議論いた

だいてましたので、今回は、前提を置いた上でですけれども、資料のまとめとしては

土地利用の考えについてのまとめをしました。本日はこれに対して意見をいただけれ

ばと考えています。 

○木村副知事 

 この資料に限る必要はないような気もします。今回５回目で総ざらえで、あんなこ

とがあったねという話が出ても別に構わないと思います。  

○橋爪委員 

 ちょっと。 

○加藤会長 

 はい、どうぞ。 

○橋爪委員 

 ４点申し上げたい。 

 １点目としてはこれまで介して申し上げてきましたが、まとまった街区というのは、

都市にとって非常に貴重なものです。大阪府のこの場所は、大阪城のときの馬場以来、
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広い場所であったので、絶えずこういう場所というのは、公共的な利用にしばしばさ

れてきました。時代の転機のごとに公共的な施設がこういうまとまった街区を使って、

都市は変わってきた。これは大阪で言えば蔵屋敷とか、こういう大阪城周辺というの

は非常に大事な街区です。それを細分化して分割しということは、将来もう一度まと

めることがあり得ないことです。我々が確保しなければいけないのは今回、これだけ

の大きなまとまった土地を分割し、時間をかけて変えていくということは、将来に対

して我々非常に責任があると、どういう方向性を示すのかということは、単に導入機

能とか現時点だけじゃなくて、ここは私はこの街区がまとまっていることの意義とい

うことについて、これだけでも私、非常に公共的な意味、しかも民間ディベロッパー

が逆に頑張って街区をまとめていく中で、これまとまった土地をどうするのかという

のは、本当に非常に重要なことだということも繰り返し申し上げてきたつもりです。  

 ２点目としては、これも何度も申し上げてきましたが、今回の案件は時間がかかる。

段階を経てまちを変えていく案件である。ですので、現時点でのゾーニングとか、土

地利用というのが段階を経て変わっていく可能性もあるということをきっちり把握す

るべきだと。要は時間に応じて柔軟に変化するということも計画論の中に入れるべき

だということを２点目として申し上げたいと。  

 ３点目としましては、例えば１５ページの図などでもありますが、例えば白いとこ

ろとか、あと今後また動く可能性のあるところがございます。それは国の国有地です

とか、ところがあります。これは従来の議論だと、専用劇場のようなものが想定され

てきたり、この会議、ここでは今ありませんけども、まだ不確定要素、５年、１０年

などで変わる要素のところがある。そこも私は状況に応じて柔軟にとらまえるべきこ

とになっていくのだろうと思います。ですが、これはあくまでも暫定的な現時点での

ＰＴの案であって、もっと幅広く将来に向けて考えるべき何ですか、機能等が出てく

るということも想定をいただきたいと。  

 それで４点目としましては、例えば２０ページ等の図とか、４４ページの図で森之
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宮のほうは複数の絵が並んでおりますが、その市場調査を踏まえた施設配置というも

のの考え方なんですね。これ、今申し上げたことと関係しますが、現時点での市場調

査であって５年先、１０年先まで見据えると状況が変わるかもしれないと。このあた

りの要は２０ページの図と１５ページの図っていうのが、何か関係性というものが余

りクリアではないような気がしております。その後のＰＴ案に書かれるのはいいかと

思いますが、こういう市場調査を踏まえた図がひとり歩きするというのもあるかと思

いますので、尐しちょっと何ていうんですかね、取り扱いを私としては柔軟な、もっ

とぼんやりした絵のほうがいいんじゃないかということを申し上げておきたい。  

 とりあえず以上です。 

○加藤会長 

 ありがとうございました。  

 ４点おっしゃいましたけども、ちょっと確認ですが、例えば今の御発言の中に２０

ページの絵でいくと、ある意味で敷地境界がはっきり出過ぎていると、街区が分断、

細切れになる恐れがあると、そういう御指摘かなという気もしたんですが。そこまで

いかなくても都市機能という、導入機能という点で議論をしていただければというふ

うに思います。 

○木村副知事 

 済みません。例えば、もう１５ページぐらいのゾーニングで抑える、そういうふう

なイメージ。 

○橋爪委員 

 そうです。例えばそうです。  

○木村副知事 

 ただ、１年前からの議論でですね。具体的なビジョンを出すことの要請があって、

今回は市場調査ということにかなり力を入れて、具体的な進出の可能性みたいなもの

を問いかけたんです。おっしゃるとおり、将来いろいろな可能性、バリエーションが
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ある中で、決めつけてしまうのもどうか。 

○加藤会長 

 仮にいろんな前提条件をしないと、例えば来訪者数の予測１８０万人ですか、こう

いうのも出てきませんので、それは計画論の一プロセスとしてやっているということ

で、御理解いただけますか。 

○橋爪委員 

 配置例ですからね。いいとは思いますが、やっぱりプロポーザル段階で非常にクリ

アにしていくべきことをかなり早く出しているというふうには思います。  

○梅本委員 

 ちょっともう１点ね、言いかえますけどね。今、川田委員のほうからお話がありま

した都市計画等々で地域のというお話がおっしゃったんですが、これＰＴのほうでも

地域に御説明という機会を何度かお持ちをいただきました。その都度、成人病センタ

ーがここへ来るということに対しては絶対に反対ですと。明確に反対ということをお

っしゃっておられますので、今、これから先の話として、都市計画等々で持っていか

れて、用途変更等々のお話が出てまいりましても、地域からの賛成というのはないと

いうことを御認識をいただいておきたいと。ですから、非常に移りますよと言うて、

計画を変更しようとしても、大変大きな難問があるよということだけは頭に入れてお

いてほしい、こう思いますね。  

○加藤会長 

 簡単に言ってしまうと、その地域が反対される理由は何なんですか。 

○梅本委員 

 まずは、にぎわいと一緒にならないという感覚が非常に強いんですね。  

○加藤会長 

 それは受ける側の地域ですか。 

○梅本委員 
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 ええ、受ける側の地区。 

○加藤会長 

出られる側の。 

○梅本委員 

 受ける側の地区。 

○加藤会長 

 ああ、受ける側の地区ね。 

○梅本委員 

 それから後はやはり単体でもう尐し成人病の機能を発達しよう、大きくしようとい

うことであれば、場所が狭過ぎるとかいうことでございまして、もともとへあればい

いんじゃないかと。私ども基本的な話は地域を代表するから言うてるわけではなしに

して、私もそう思ってますが、地域も同じようなお考えであるということで申し上げ

ておきます。 

○加藤会長 

 我々、無責任なあれなんですが、非常に大阪城周辺という感じですると、今の場所

とここの場所で地域の人が要するに今あるわけですよね。  

○梅本委員 

 今ある。 

○加藤会長 

 それもあかんとおっしゃっている。  

○梅本委員 

 いや、森之宮はいいんです。そして、ここへ来られるのがいかんという。この地域

の人ですからね。森之宮の周辺がいかんじゃなしに。 

○加藤会長 

 ああ、狭い、かなり狭い。  
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○梅本委員 

 この地域の周辺の方ということです。 

○加藤会長 

 はい。 

○徳永委員 

 済みません。森之宮地域という部分であれば、やはり現地で成人病センターがいい

という話、それは言っています。 

○梅本委員 

 やっぱりいいっていうことになってはるね。  

 出ていかれるとえらいダメージ。  

○徳永委員 

 はい、申し添えておきます。済みません。  

○加藤会長 

 どうぞ。 

○増田委員 

 一つは、これのスタンスですけど、協議会という名称の持っているイメージとね、

もともと協議会の付託された内容とが大分違いますよね。協議会というのは何か協議

をして決定していくという、一般的にそういうイメージを持ちますよね。  

 やはり我々、今の議論でいきますと、ＰＴから出された案に対して、その都度、ア

ドバイスをしてきたという、アドバイザリー会議なり、あるいは懇話会みたいな感じ

ですよね。だから、その辺の誤解がないように、やっぱり最初のこの協議会で一体ど

ういうことを付託されて議論したのかということをやっぱり最初の初めになり、扉の

ところなり要るんだろうと思うんですね。どうもやっぱり協議会という要するに名称

からくると、極端なことを言うと、ステークホルダー会議に近いようなイメージで、

おのおの権利を持ちながら最終的に合意するような、こういうイメージを与えてしま
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うので、そのあたりの誤解がないように、きっちりとまず位置づけておく必要性があ

るのかなというのが１点目ですね。  

 もうその次は、先ほどから出てますように、どこまでこれを絵をかくのかという話

なんですけれども、今の世の中、どちらかと言うと昔のマスタープラン型ではなくて、

やはり不確定要素を踏まえながらわからない部分を保有しながらどう計画論を展開し

ていくかということが求められておりますので、当面わかったところだけをきっちり

書いて、後のところは極端なことを言うと、アンノウンですというふうなことも許さ

れるぐらいの計画論を持たないといけないと。その場合に何が一体必要かと言うと、

やっぱり緩やかなこのゾーンそのものが緩やかに、どういうまちの方向性を持ってい

るのかというビジョンだけはきっちりと要するに共有しとくと。  

 例えば、一番最後のその大阪城を取り囲むところで５６ページにこれ、極端なこと

を言うと全部、同質の丸がついているんですけれども、８個ある丸ですね。全部、同

質の丸、なかなかこの丸の色がつけにくいんかもしれないんですけれども、非常に同

質の丸がついてますよね。それに対して極端なことを言うと、大阪城を取り囲んで西

側エリアというのは文化とか、要するに交流やとか、そういうふうな大きなそういう

構造を持ってて、東側のエリアはどちらかと言うと、都心居住と要するにそういう文

化・歴史をどう融合させていくかみたいな話で、尐し色が違うんだろうと。そのあた

りの大きなそのビジョンを共有しながら、さて、わかったところだけは一体どういう

ふうに絵をかいた、あと、わからないところをどう、わからないということをどう明

示するかと。これ、なかなか難しいんです。  

 我々、今言われているマスタープラン型ではないシナリオ型の要するに計画論をと

か、シナリオ型の要するにプランを示せということが、ずっと計画技術として求めら

れているんですけども、なかなかそれは絵や形になかなかしにくいというのが今悩み

の種なんですけれども、多分、今置かれている状況というのはそういう部分があるん

だろうなという。 
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 例えば、仮に成人病センターが要するに、だけがここに移転してきたということを

想定すれば、最低限どういうことの絵をかいとかないかんのかと。その次の段階とし

て、それに伴って後の要するに公有地が一体どう展開していくべきなのかというのは、

どちらかと言うと、ゾーンなり機能ぐらいの方向性で空間イメージまでかけないんで

はないかという。どちらかと言うと、わかりませんということを表示したいという、

何かそういうふうな示し方みたいなやつが、これから計画技術として求められてくる

んではないかなというのが２点目ですね。  

 ３点目は、先ほど尐し橋爪先生のほうからブロックそのものを余り分割をしないと

かいうような意味ですね。これは私も非常に大事な視点で、どちらかと言うと、この

プランそのものが何となく街路からまちづくりをしようというような形に見えるんで

すね。大手通をこういうふうに街路景観変えますとか、街区の中通りをこういうふう

に変えていきますとかいう、街路型で本当につくっていくのか、むしろ面がつながっ

ていくというふうな形で要するにつくられていくのか。  

 例えば、成人病センターのところを想定したそこの空間が一体どうなって、それが

どう大阪城と面的につながっていくのかという、何かそういうふうな形のほうが、私

なんかのその緑化とか緑とかいうふうな形でいくと、ぶつぶつと街路で切られている

よりも、むしろトータルとしては一度、緑色に塗られて、全体としては緑地空間で、

そこの中に施設がオンしてきて、後は機能上必要なところを人が通ったり、必要なと

ころを要するに車が通るという、そういう面的に連続していくという、なんかそんな

展開論みたいなやつが一方のほうで要るのかなという。どうも尐し街路で誘導してい

こうというあたりが、尐しなかなかある計画の枠組みを限定してしまっているのかな

というふうな気が尐しします。  

 それぐらいですね。 

○加藤会長 

 ありがとうございます。  
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 なかなかこういう議題でマスタープラン型がだめで、シナリオ型でリード、よくわ

かりますが。 

 そういう中で、今のこのタイミングで尐し何かをしていきたいということに当たっ

て、どうプログラムができるかということも、また、この協議会の何かを返していか

ないといけないという責務でございますので、今の増田先生の御指摘は５６ページの

こういうような視点で八つの玉ですね。それと中心にあんこに大阪城公園があるとい

う、こういう広い意味ではこのぐらいのエリアを想定しながら、このＰＴが検討して

きたと、そういう到達地点はよろしゅうございますね。  

○増田委員 

 それは重要やと思いますね。  

○加藤会長 

 それから、もう一つは４ページのところに、これも明確にその大手前地区の１点鎖

線で赤で対象地を一応、区切り取っています。こういう広い大阪城周辺の中で、とり

わけ緊急を要する空き地のあるところの１点鎖線のところを尐しフレキシブルに検討

したという、対象設定としても、それはよろしゅうございますでしょうかね。  

○増田委員 

 そうでしょうね。対象はそういうことだと思いますね。  

○加藤会長 

 それから、森之宮地区のほうでも同じように尐し抜ける、抜けないは別にしまして、

対象エリアとしてはこのぐらいの、４８ページになりますか、ことを対象に考えまし

たという、これも想定というか前提になるんですけれども、そこら辺も対象の、そう

いうところにより課題が集中しているという認識でもし差し支えなければ、その辺の

ところはまず確認させていただきたいというふうに思います。  

 ですので、ここのプロジェクトチームのきょうの資料としては目次にございますよ

うな２－１とか、２－２とか、２－３ぐらいまでいけるかどうかわかりませんが、お
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おむねよかろうという話になるのか、３－１の森之宮地区では３の現況１と３－２ぐ

らいまでは、これは余り異論のないところでしょうか。  

 というようなところで、その後はいろいろ両論併記というですね。  

○増田委員 

 そうでしょうね。 

○加藤会長 

 そういうことになろうかと思いますけれども、そういう取り扱い、議論の進め方を

させていただいて。いただきたいと思いますが、よろしゅうございますかね。 

 先ほどのより踏み込んだ議論として先生方のほうからは、街区をなるべく細切れに

しないようにとか、とりわけ両先生方の御指摘はフレキシブルな、将来は多様に到達

地点があるような、そういう可能にするような書き方といいますか、それはここでの

場の合意といいますか、として。  

○橋爪委員 

 済みません。私が言っているのは、それがね、これがひとり歩きして、これ、だか

ら参考と書いて例まで書いてありますが、これがね、大阪府はこう考えているんだと

いうふうにひとり歩きするのが、私は非常に気持ちが悪いとは思いますね。成人病セ

ンターの屋根の形まで書かれているので。  

○加藤会長 

 いや、だけど、これノースケールでしょう。参考で例でしょう、配置例で。  

○橋爪委員 

 いや、絶えずそう使われるんならいいんですが、今からこういうのが新聞等にドー

ンと抜かれて大阪府が。 

○梅本委員 

 そうだね。一番心配するのはこれがひとり歩きするようなことが一番かなんなと。 

○橋爪委員 
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 大手前のあそこにこういうホテルをつくるんだというふうに。  

○梅本委員 

 そうそう。 

○加藤会長 

 いやいや、ひとり歩きするっていうのは、どういう状況を指すのか。  

○梅本委員 

 いや、これが一つの議論の一つの到達点みたいなように見られるのが嫌やなと。  

○加藤会長 

 いや、だけど、何かそんなんで实現した試しのない絵なんて山ほどありますよ。  

○梅本委員 

 そうですか。 

○加藤会長 

 はい。 

○梅本委員 

 素人考えでいくと、今、先生おっしゃるように、そしたら。 

○橋爪委員 

 だから、そういうもので大事なものがつぶされることもしばしばあります。  

○梅本委員 

 どうもそういうイメージが強いと思う。素人目で見ますと。 

○加藤会長 

 はい、じゃあ、参考はもうちょっと超参考とかですね。一例とかね。  

○梅本委員 

 そうですね。 

○加藤会長 

 単なる一例。 



－35－ 

○川田委員 

 それは逆にＵＲさんがいろいろ事業コンペとかされてますので、多分、そのあんま

り先入観を与えない 

 

  

 やり方を多分、御存知だと思うんです。 

○田中委員 

 多分、今後、仮に事業コンペするとしたら、どこまでを条件に出すかということに

かかわってくると思っておるんです。 

○加藤会長 

 そうですね。 

○田中委員 

 ここの例のこの絵まで出すか、これをもっといっぱいたくさん出して、例えばとい

う形にするかどうかということは。  

○加藤会長 

 それは別問題でしょう。もしＰＦＩ、コンペに出される場合は別途、それは条件を

詰められるわけですね。書き方も当然変わりますですね。  

○岩田総務部理事 

 はい、そうですね。 

 これがそのままコンペ要項になるわけでは決してないので。 

○加藤会長 

 この絵が出るということではないですけどね。  

○岩田総務部理事 

 それはそうですね。 

○加藤会長 
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 ですから、準備のいいところはこれを参考にしてやられるチームがあるかもわかり

ませんけども、コンペの实際の前提条件といいますか、それこそ前提条件ですね。そ

れはまた別途書き方が変わってくるという。普通はこういうのは出さないと思います

けどね、参考例は。 

○橋爪委員 

 まあ、ＰＴの御判断に。 

○加藤会長 

 というようなことで、いや、それよりもここでの議論として、こういうことは本当

にだめなことなのかと、こういう議論はして、足を引っ張るぞというようなことがも

しございましたら、大阪府のこの大切なこの土地で基盤の問題と導入機能の問題、二

つですね、尐し最終的に。  

 はい、どうぞ。 

○橋爪委員 

 済みません。これまでの議論で出てきていた導入機能で、今回この案とかで抜けて

いるのも幾つかあります。例えば、観光バスのターミナルとかですね。後は文化的な

施設のコンプレックスみたいなものも想定した時期もあるかと思います。そういうも

のが現時点のこの案では消えてますが、それも先々ですね、また状況に応じては再検

討するべきものと思うんです。  

○加藤会長 

 まあ、そうですね。そういう意味では、前提としたというところが変わるという。

今はこの前提としたという中でも、観光バスセンターが要ると、そういう御判断。  

○橋爪委員 

 だから、これまでの議論の中で出てきた幾つかの議論の中で、私は一つ、この界隈

でこの場所かどうかはさておき、大阪城周辺で、今明らかに欠けているのは観光バス

のそういう駐車場であることは間違いないので、途中の議論では出ましたが、ここで
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は消えているので、いずれ状況が変われば、そういうものが検討に値するというふう

に思います。 

○加藤会長 

 ありがとうございました。  

 どうぞ。 

○梅本委員 

 でも、そういう意味で言えばね、上町の通りの問題もこれ、大きな問題になるんで

すね。やっぱり一体化したほうが大阪城公園というか、前のところと一体化するほう

がいいでしょうしね。この辺も含めてやっぱりどういう取り組みをするのか。  

 それから、大手通と歩行者側、大手通の一丁目、これ一丁目に該当するところなん

ですけれども、それと街区とそれから下の二丁目以降の西側のほうの通りの問題もあ

りましょうし、ですから、もう本当に谷町から東という格好で、もう本当に一体化し

てしまうという感覚を持たないとだめでしょうね、これは。  

○加藤会長 

 上町を例えば。 

○梅本委員 

 上町をどうなんでしょう、僕。 

○加藤会長 

 歩行者空間化。 

○梅本委員 

 大阪城の正面との間で、今、上町というのは分断しているところとかありますけれ

ども、これを何とかこう取り込むようなというか、うまく入って一体化するというこ

とがやっぱり大事じゃないかなと。  

○加藤会長 

 趣旨としては非常によくわかるんですけど、具体的に例えば。  
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○梅本委員 

 どうなんでしょうか。暗きょにするわけではないでしょうけども、どうするのか。

下へ下げるのか。 

○加藤会長 

 交通、通過交通を自動車交通をかなりいじめるということでしょうかね。  

○梅本委員 

 そうすると駐車場、今のバスの駐車場なんか、これ大阪市内、本当にそれぞれの商

店街も含めて大変、今必要な時ですのでね、一部、大阪城にはありますけれども、こ

れもっと将来的に言えば、当然必要であろうと思います。  

○加藤会長 

 そういう意見は、例えば道路局じゃないと話にならんとかですね。  

○梅本委員 

 そうですね。まちづくりではどうにも。 

○加藤会長 

 ちょっと。 

○梅本委員 

 もっと評論を言えば、今の旧ＮＨＫの跡とか等々も含めますと、もっといい、され

ているのかなということです。今もったいないですね、あれ、置いとくのは。  

○加藤会長 

 それは基盤の問題として。  

○梅本委員 

 そうですね。 

○加藤会長 

 都市空間の問題、基盤の問題ということでちょっと取り扱わせていただきたいと思

います。 
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 えっとどうですか、田中委員。  

○田中委員 

 そうですね。土地利用とそれから導入機能のお話の中で先ほど面的に連続が大事だ

というお話があったんですけど、今回の資料でいくと、例えば１５ページにＡブロッ

クからＥブロックまで、それから以降でそれぞれのブロックの機能というのを結構詳

しく書いているんですけど、要はその面的な連続みたいなことを考えると、恐らく、

それぞれのブロックのそのつなぎっていうんですかね、連携あるいはその機能がどう

いうふうに連続、連携しているかというところのその記述がちょっと足りないという

か、それがよくわからなくて、各ブロックがそれぞれ機能を独自に入れているような、

そんなイメージになっているんで、連携とか連続性をどっかでうまくつなぎを入れて

いただきたいなという感じがするんです。 

 それから。 

○加藤会長 

 例えば今の御指摘ですと、１８ページのあたりに一例、これも一例ですけど、１８

ページに成人病センターを中心にした書き方ではありますが、街区間を通したつなが

り方みたいなことを。 

○田中委員 

 そうですね。それから１４ページにも機能的な連携の話とか、それから多分、要素

としては観光とにぎわいと先進医療、この三つがどういうふうにつながっているかど

うかと、あるいはつなげていくかというようなところをもう尐し強化されたほうがい

いかなというふうに、その三つが前提であればですね。  

○加藤会長 

 ただいまの御指摘に対して、事務局サイドでは何か御意見。いやいや、考えてます

というのを。 

○岩田総務部理事 



－40－ 

 これから考えていきたいと思います。  

○加藤会長 

 今後ね。 

○岩田総務部理事 

 確かにちょっとブロックという書き方が、 

 今回、すごく物理的イメージで、１５ページ以降ですかね、それを連想させてしま

っているのかなと思うので、ちょっと書き方とかはもう尐しやわらかくなるように考

えたいと思います。 

○橋爪委員 

 済みません。今の御指摘もあって、私は１回目のときにこの街路を魅力的にせよと。

今回の案で言うとブロックが完全に割れるので、それをつなぐ役割として街路に、な

んですか、統一感といいますか、要は低層部ににぎわいを入れながら、各ブロックの

中で共有できるものを道沿いにつくっていく、やっぱり１回目も申し上げて、それは

受けていただいているので、この案になっていると思いますが、さっき先生がおっし

ゃった広場とか、このエリア全体の建物の緑化の考え方とか、そういうエリア全体で

ほかの要素でどうつなぐ、一体感を持つのかというのは、非常に薄いところではある

と思います。 

○増田委員 

 だから、これはね、道をつくることが目的ではなくて、道にいろんな広場をくっつ

けたり、いろんな機能をくっつけていっているわけですよね。道広場的につながって

いっているんですけど、見ると要するに街路計画だけしましたみたいに見えるんで。 

○岩田総務部理事 

 そうですか。 

○増田委員 

 うん。 
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○岩田総務部理事 

 そういう意味では、尐し言い訳させていただくと、そのブロック分けのパーツとこ

の２１ページ以降、その空間形成の部分等がちょっと章立てを分けてますので、本当

はこれをうまく一緒にしたら全体としてのまちの佇まいみたいなものが出るのかなと

いう、ちょっと今、意見を聞いているとそういう感じがするんですね。 

○橋爪委員 

 だから、ブロック境にこの街路があるので、この街路で隣とうまく融合していくと。 

○岩田総務部理事 

 ええ、そうですね。 

○橋爪委員 

 いうのが、もうちょっと強調されていればいいかと思うんですが。  

○岩田総務部理事 

 はい。 

○加藤会長 

 大手通だけではなくて、まだ幾つかのブロックがありますけど、その間のところを

人は歩いていくわけですから、そういうところに沿って、全般的にアメニティを高め

るような計画、方針を出してくださいと、そういうことではないかと思います。  

 どうぞ。 

○山西委員 

 遅れて済みませんでした。 

 ブロック分けするのは、僕はよくできていると思います。しかし、Ｅブロックは、

本当にね、かなり詳しくここに書かれてますけども、このにぎわいとか成人病センタ

ーとか、そういう関係でＥブロックをあんまりストレートに書いて、これが本当にな

じむかどうかというのが疑問点なんですけども。  

○加藤会長 
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 どうですか、今の。ＤとＥを分けた。  

○岩田総務部理事 

 ええ、ＤとＥで細かく用途を分けるより一体で考えた方が良いと思います。ただ、

悲しいかな真ん中に一方通行の道路がありますから、とりあえず、今回の資料は便宜

的に分けて表記していますが、仮にもし事業コンペみたいなことをするに当たっては、

ここは一体で活用できるような提案を求めてもいいかなと。だからＥだけ単独に取り

出して、決めつけるようなプランニングにしたくないと思ってます。 

○山西委員 

 それであれば、一つのブロックとしてやったほうがいいんじゃないかと思いました。 

○加藤会長 

 ブロックとしては、物理的には分れるけども、都市機能としてはＤ、Ｅは一体的な

機能ゾーンに考えてやりなさいというような御意見かなと思います。  

 どうぞ。 

○田中委員 

 済みません。細かい話と将来的な話で。  

 一つが細かい話で揚げ足的な話なんですけど、例えば９ページに先ほど歩行者ネッ

トワークの話がちょっとあったんですけど、９ページの下の図で高麗橋通、左のほう

にあると思うんですけど、これ实は天満橋の駅、地下鉄の駅を上がると、この通りを

大阪城に向って歩いていくと、天守閣が目の前にずっと天守閣を見ながら歩けるとこ

ろなんで、今回の開発エリアの中で言うと、その横の新別館建物内エスカレーター増

設と斜めに点々があると思うんですけど、これ多分、天守閣に向って何か線を引かれ

ていると思うので、今回の開発エリアの中でもこういった天守閣を目指して歩きなが

ら天守閣が見える、大阪城が確認できる。なんかそんな工夫を入れていただきたいな

と。これでいくと、ずっと後のほうに２４ページぐらいですか、その街区中通りの空

間イメージ、これの先が何か建物の壁になっているんで、何かうまくここに大阪城の
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きっかけというか、天守閣でも見えるとすごいいい、歩きながらのいい景観が手に入

る通りになるかなと。それが１点とですね。 

 あと先ほど対象エリアの話があって、４ページの今回こういう対象エリアになって

ていると。後のほうに今後の将来といいますか、波及効果でしたっけ。波及させると

いう話があって、实は多分その次の絵っていうのが、先ほど来、尐し議論があった５

６ページでしたっけ。大阪城の周りに丸々がある。この段階になっているんで、シナ

リオ的な開発みたいなことを考えると、この間の今回の対象エリアとその周辺も含め

た国有地もしくは民間のそのオフィスビルとか、この辺の更新みたいなやつが次の段

階に恐らくあると思うんで、将来的にはその段階を踏まえつつ、５６ページがさらに

その先だと。こういったような段階的なシナリオをもうちょっとどっかに入れていた

だきたいなという気がします。  

○増田委員 

 ちょっとそれに関連してよろしいでしょうかね。  

 全般的に絵のかき方なんですけど、赤で先ほど確認された、ここは検討エリアです

ねってやって、そこだけから飛び出した絵は１２ページに、例えば西側の船場へのつ

ながりと要するに大阪城へのつながりと横のＮＨＫホールへのつながりみたいな、こ

ういう概念的にごっついのを書かれているんですけどね。それが次のレベルに来ると、

全部、敷地の中で全部閉じこまってしまっているんですよね、絵は。  

 例えば先ほどこの上町通がどうなるかというのも、ホテルの絵をかいてしまって、

もうそのままで終わりで、もう大阪城の間に今の道路がそのままみたいになってたり、

あるいは本町通が歴史博物館とかＮＨＫの間、もう今の道路のままの状態になってた

り、あるいは谷町筋がそのままになってたりという、こんな絵で非常に同居している

んですね。現实的なところと非現实的なところが。  

 だから、非現实的なところというんか、将来に向ってどういう手の出し方というか、

伸びていく出し方を、周辺に対して手をどういうふうに差し伸べていきたいんかとい
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うようなあたりが、まだこのレベルだと書いとかないかんレベルで、非常にフィージ

ビリティーの高い絵みたいに見えるんですよね、もう。この赤の区域だけきっちりか

くと。そうではなくて、やっぱり周辺に対してその機能がどうにじみ出していくのか

というのをかけるレベルのまだ構想だと思うんですけどね。そのあたりが非常にせせ

こましいから、何か非常にフィージビリティーがあるような絵に見えちゃうんですね。  

○田中委員 

 例えば、この赤いところの中にある土地を種地として周りを動かすとかですね。い

わゆる連鎖型の事業みたいな、あるいは昔の言葉やと転がしていくというようなね、

何かそういうところも尐し将来、視野に入れた事業モデルみたいなんが間にないかな

という気がしますけど。 

○梅本委員 

 だからそのために良好な関係を保っといていただかないかんので、ところが谷町界

隈のところでも、非常にまちをどうしようということで、お建てになるときから例え

ば高さとか、いやいや、その前の例えば１階に店舗入られるときにはどういう店構え

をしようかなんていうことも含めて、結構、民間での連携プレイをとっておられる地

域なんですよね。ですから、それぞれが勝手に建てているわけでも何にもなしにして、

建物は建物かわかりませんけれど、尐なくとも入ってくるテナントさんなんかに対し

ては、こういうい前構えをしてほしいとかどうとかっていうことまで含めてね、非常

に熱心にまちのつくり方をやろうという方々が谷町に面しておられるんですね。やっ

ておられるんです。現实にもうやってこられているんですね。  

 ですから、そういう地域だからもっと連携をとっていただけたら、将来展望として

は関連してやっていただけるんじゃないか。一つのまちができるんじゃないかという

ところはあるにもかかわらず、もう悪いけど一方的にやるもんだから、こういう状況

になってしもたんで、本来は非常にその意識の高い住民の方々おられる場所であると

いうことですけど、今の伸びは非常にいいところじゃないかなという気がするんです
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ね。 

 それと真ん中に通っている大手通というのも別に、これが限られてブロックに分け

ないかんというその一つの高いハードルでも何でもないんでしょうから、これ一つの

面としてとらまえれば、もっと違った構想になるんだと思うんですね。だから、それ

のことのためにも、言えば、私ども言葉尽して言うのは、良好な関係をつくっといて

ほしいという感覚にもね。  

 ですから、ちょっと議会でも出ましたけれども、实際にこれ、協力をなさって实際

には、別館の東側のほうにはたくさん民間のあれがあったんですけれども、府庁の拡

張という問題も含めて御協力をなさったという経緯がごく近いところであったわけで

すから、そういうところをもっとまあ言えば、買収していったというか、府は広げて

いったという、その歴史もやっぱりしっかりと踏まえてやってあげていただかないと

困るというのは、ちょっとこれは本会議でも違う会派の方からお話が出ましたけれど

も、私もそのとおり地元におりまして、それぞれ府庁が建て替えられるということに

対する御協力をなさっておられる。やっぱりまちをひとつよくしようというお考えが

あったという感じだけはこれ、皆さんお持ちになっておられるので将来展望、勝手に

今、こうしようって言って、民間の地をやったら怒られますけれども、しかし、御協

力をなさる御意思のある非常にいい良好なところであるということは、頭に入れて置

かれたほうがいいと思います。  

○加藤会長 

 周辺をどこまで広げるかという問題は、またこれ、かいたらかいたで足引っ張れま

すしね。 

○徳永委員 

 そうですよね。 

○梅本委員 

 そうそう、かいてあると怒られるから。  
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○徳永委員 

 難しいですよね。 

○加藤会長 

 そういう方向性はフレキシブルにやっていくという、そういうスタンスでは当然、

だれも異論はないと思うんですね。  

 最低限、この今の御指摘で言うと道路の扱い、基盤につきましてはもう尐し何てい

うんですか、南側の府警本部が面しているような通りの扱い方であるとか、谷町筋の

扱い方、上町筋の扱い方がもう尐し言葉だけでもいいから、長期の将来の姿があって

もいいんではないかということぐらいに納めさせていただいてよろしゅうございます

か。 

 天守閣が見えるようにというね、御意見がありましたけども、現況の別館、新別館

はまさに何でこんな斜めに引かれているんやというのは、もう当初のころからの意図

でございます。高麗橋のほうは尐しちょっとかなり直接対象地域からはちょっと外れ

てしまいますが、そういうその全体的な中での資源、宝物を位置づけるという、シン

ボルを位置づけるというところで述べるぐらいにさせていただいたらどうかなという

気がいたします。 

○川田委員 

 今の話に関連するんですけど、景観と緑っていうのは、結構ここが売りで視点場と

いうのがここに幾つか設定されていますが、例えば８ページで見るその視点場で言う

と、恐らくこの建物の上から眺める話になってますんで、専門家の増田先生から御指

摘いただくほうがいいかもわかりませんけど、やっぱり地上面からとか、人の目線か

ら本当にどう見えるかということで、先ほどの斜めの線ですか、斜めの線と建物の関

係で天守閣がどういうふうに見えるかという点から、成人病センターの若干の配置と

か、その辺も変わってくる可能性もありますので、その辺は尐し御検証されて、实際

にまちづくりのガイドラインをつくられるときに反映されたらいいのかなと思います。 
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 それと緑は先ほど来御指摘あるんですけども、何かトータルとしてのボリューム感

みたいなのが何％という表現がいいのかはわかりませんけども、トータルのボリュー

ム感とやはりどういう緑のネットワークにするのか、歩行者ネットワークとの関係の

中で、通りに面した緑の配置というのはわかるんですけど、敷地の中の緑の配置論の

考え方を入れられたらどうかなと思います。  

○加藤会長 

 ちなみに３０ページのパースは天守閣から見たパースをかけたという御指摘でしょ

うか。見られる天守閣の側からかくと大体そういう感じですな。 

○梅本委員 

 そうですね。 

○加藤会長 

 いろいろ御指摘いただいてますが、私のほうからちょっと一つお聞きしたいのは、

特に森之宮地区のほうのこれは仮に移転するということを想定して、あいたところを

どうするかという考え方がずっと書かれているわけでございますが、ここでの新規導

入の機能のいわゆる訪問者数というのは、余りカウントされてないんですね。つまり

ここから抜ける人口があるわけですね。それを補って余りあるようなそういうことだ

ろうと思うんですけども、にぎわいという点で言いますとね。減ることはないですな。

今のこの前提で。 

○梅本委員 

 そらそうです。成人病センターがのいても後に入るんで。  

○加藤会長 

 こういう立体案では常識的に減ることないです。減ることないですが、基盤はよく

なりますと。それから緑もある程度ありますねというような公共的空間のあり方の考

え方でございますが、それ自体については特に。  

 徳永委員、いかがでございますか。  
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○徳永委員 

 このどう言うたらいいんですかね。にぎわいライフサポートゾーンってあるんです

けど、言いながら、これすごくまだ府の施設が多分に残った形であるから、この辺の

すみ分けというのが何かちょっと本当にうまくいくんかなという心配は当然あります

ね。 

○加藤会長 

 ああ、過渡期としてですか。過渡期としてね。  

○徳永委員 

 いや、最終的に残った部分で。  

○加藤会長 

 最終的な。 

○徳永委員 

 ４７ページですか。まあ、これ配置例ですけれども。  

○加藤会長 

 ４７ページは、当面のということで御提示いただいてますね。これ自体がうまくい

くのかということを。 

○徳永委員 

 うん、ちょっとまだ、結局、一番大きな面に接してますけれども、医療系のものが

全面的に出ているという部分は、健康科学センター云々。  

○加藤会長 

 健康科学センター、がん予防、公衆衛生研究所ですね。これは現状すぐには移転で

きないという。 

○徳永委員 

 そうです。これ、残すという前提条件です。  

○加藤会長 
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 ええ、そういうことです。  

○徳永委員 

 それもあって、正直ここ、にぎわいっていう部分が心配の部分があったり、これ当

然、地域の人にはやっぱり絶対に出る部分があるんで大きく変えるか、もしかしたら、

まあ、僕はもう最初でもう意見言うのはあえてやめようかなと思ってまして。  

○加藤会長 

 そうですか。 

○徳永委員 

 はい。 

○加藤会長 

 このＰＴ案といいますか、きょう提示された案は４４ページのほうの最終形として

は、施設例でございますけれども、大学、専門学校というようなところに一応、長期

としてはシフトしていけたらいいなというプログラムですね、がかかれておりますが、

４７が過渡期で４４が最終形という。  

○徳永委員 

 これ、ちょっと聞いても。本当に４４と４７の違いというのは、これはどういうふ

うにとらえたらいいんですか。  

○岩田総務部理事 

 市場調査をやっている中で、仮にすべて森之宮にある府有施設が全部なくなった、

健康科学センタービルもまだ新しいからこれは使うとしても府が使うんじゃなくて、

民間として使うとしたらどうですかという、そういうヒアリングもしています。それ

でいくと健康科学センタービルは大学ないし専門学校の校舎として使える可能性もな

くもないというような意見がありましたので、真っさらで考えたら４４ページ。ただ、

４５ページに書きましたように、今のところ府の施設で健康科学センタービルを使え

ないかという検討作業をしているのは事实なんですね、担当部局のほうで。ですので、
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もし、その健康科学センタービルを府で使うとすれば、４４でなく４７になります。

つまり前提がそれぞれ違うのですね。ただ、仮に４７になったとしても、じゃあ、未

来永劫、この場所にがん予防とか、公衆衛生センターがあり続けるのかどうかという

のは、そこはわからないですし、それと昨年２月議会のときにも、ここにはもうすべ

て白紙で一遍考えてみたらどうかという意見もいただきましたので、そういう意味で

は４４の可能性もなきにしもあらずです。健康科学センタービルを府で使うのか、い

や、もう使わなくていいのか、そこは議論ですし、調整が当然要る部分です。もし、

調整がつけば４７として土地利用は当面これでいく。ただ民間の活用があり得ないの

かと言うと、可能性としてはあり得るということで、ヒアリングをやっていますから、

それが４４ページです。そこは置いた前提による書き方の違いです。 

○加藤会長 

 その前提の置き方の違いが今後のまちづくりの中で、例えばコンペをやるという話

になったときに、当然、前提条件が変わってくるわけですね。  

○岩田総務部理事 

 そうですね。 

○加藤会長 

 そこまでは今、ここの場では確定できないと。  

○岩田総務部理事 

 もちろん、健康科学センタービルだけじゃなくて、その周辺の犬管理指導所であり、

環境農林の水産総合研究所であり、これもすべて他に移転するという前提で、それは

４７ページも４４ページもどちらもそうですから、そういう意味ではいろんな前提を

置いた資料です。 

○加藤会長 

 ですから、そういう不確定要因がある中で、ある時点での土地の利用の仕方として、

４４ページであるとか、４７ページというのがこの協議会としてどうかということで
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ございますが。 

○川田委員 

 大手前の機能連携という話、先ほど来あったんですけども、一つ、非常にシンプル

な話で抜けているのは、このエリアマネジメントというんですか、橋爪先生の話にも

あるように、分割じゃなくて、やっぱり一体で何かをやると。たまたま建物は例えば、

成人病センターがあり、隣にホテルがあり、ちょっと違う建物があっても、それをま

た一体でみんなで、そのエリアをマネジメントしていきましょうということが、この

まちづくりの条件ですよというのをどっかにきちっと盛り込んでおくと、おのずと言

うと尐し希望的観測なんですけど、機能連携が徐々に高まってくるということが考え

られますので、そのエリアマネジメントをここでやっぱりきちっとやってもらうとい

うことは、触れられておいたほうがいいのかなと。 

 そうすると、発展形でこれもアイデアですけども、何か広場ありましたですね、ホ

テルの横の広場なんかもエリアマネジメントの方が、例えばあそこは公共用地のまま

であった場合ですけども、公共用地の場合であった場合、そこをエリアマネジメント

の方にお貸しして、そこでどれだけ収入が得られるかどうかはあれですけども、そこ

でいろんなことを、物事をやっていくということで、まちづくりの連携ができ、それ

がひいては、まちの維持・管理にもつながっていくということができるかもわかりま

せんので、そのあたりを御検討いただければなと思います。  

○加藤会長 

 今、川田さんおっしゃった大手前地区というのは、この赤線で囲んだところプラス

周辺ぐらいのイメージでしょうか。  

○川田委員 

 当面は赤からスタートかなと思いますけど。 

○加藤会長 

 えっ、赤ぐらいでですね。  
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○川田委員 

 当面は赤からかなと思う。  

○加藤会長 

 大阪城周辺全体のエリアマネジメントではないですね。  

○川田委員 

 そこはちょっと。まず赤から進めていかないといけないと思います。  

○橋爪委員 

 今の話は森之宮のほうも同様で、基本的なところでエリアマネジメントのと。 

○川田委員 

 そうですね。まず、そうですね。そういう赤をやっていかないと、先ほどの八つの

丸に、連携までなかなかいかないんですね、まず。 

○加藤会長 

 ですね。 

 

  

○梅本委員 

 ただね、現实に今のこの第２別館ないしは今の府警本部等含めてですね、本来はそ

ういう格好で２階部分は一つの関係のどうというふうになってたんですよね。ところ

が实際に消えちゃってるもんですから、今、これも含めたあの辺のところを来になら

れたら、地元の人間でもどこにエレベーターがあって、どうなって使えるのか、どこ

を通っていったらええなんていうですね、非常に都合の悪い建物が残ってしまってい

るんですね。ですから、これ、本当にやるんなら最後までやってしまわないと、人工

基盤で２階は全部フロアにしてやるなんていうことで、だから、府警本部の建て方も

御覧になられたら今の北側からが正面になっているんですね。向こうへ入られるのが

ね。通常の建て物、私も素人考えでいくと、東側かあるいは南側の道路に面しとれば、
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本来そちらが正門になるべき話やないかと思うんだけど、わざわざ内側に。初めは私

は府警本部というのは、一つのそういう防衛所、何ていうんですか、ああいう府警本

部って特殊な建物だからそういうふうになさったんかなと思ったら違うんでね。人工

基盤的に中で全部を連携していこう。だから、今の南地区には議会棟とか含めてやら

れるということのためのその一つの構想でゾーンで、ゾーンというか、エリアでお決

めになっておられたことが寸断されたもんだから、今、かえって使い勝手の悪い建物

になっちゃっているというのもありますから、これやる以上、非常に本当にその理想

どおりにやらないと大変だなと、それを曲げにされるとえらいことになるなという感

覚はありますね。 

 ですから、目的はちゃんとやっぱりエリアで決めないかんことは事实なんだろうと

思うんですけども。 

○加藤会長 

 ですから、そういう長期のあれは、それやる、やっぱりね、政権が変わっても。 

別の法的仕組みを入れないと、それは無理なんです。府警本部があっち側向いている

のは、当然のことながら、かつておやりになったあそこの周辺整備の中で实現したの

が基本ですから。 

○梅本委員 

 そうなんですよね。 

 そうなんです。変わっちゃいます。  

○加藤会長 

 まちづくりってそういうもんなんです。ある時点でころころと変わりますからね。

それを防ぐためにはある法的手段をとっておかないと、なかなか難しいと。  

 ということで、もうそろそろいただいた時間がなくなってきておりますが、おおむ

ね今日いただいた議論は、全体としては意見は一本化しませんが、この提示された内

容について今までのいろいろな議論も含めて、すべてここでの公式見解として尊重し
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ていただくと。今後の案のどういうふうに反映するかというのは、府の行政計画の中

である程度フリーハンドにかいていただけるということで、私どもは意見の言いっ放

しで許されるということでございますが、よろしゅうございますね。  

 ただし、ここでの議論は、きちっとこれだけの先生方にお集まりいただいておりま

すので、できる限り尊重していただきたいということで申し添えておきたいと思いま

す。 

 それから、あと具体的にきょう出たお話では、幾つかピンポイントの話もございま

したので、それはそれとしてきちっと議事録の上で丁寧にまとめていただければとい

うことでございます。 

 それから、特に強調して言っておきたい点としては、おおむね前提が変わらないと

ころでの話と、前提が変わりそうなところの話と大きく二つ別れると思います。想定

が変わるようなところについては、逆にこの案を白紙に戻すのではなくて、よりブラ

ッシュアップするためにフレキシブルな考え方で新たな案を考えていただくというよ

うなことで取りまとめさせていただきたいというふうに思います。  

 何か今の、このまず表題は移転を前提とした大手前地区・森之宮地区の土地利用に

ついて、よろしゅうございますか。これはＰＴの案について、我々としてはこういう

報告書について議論をしたということで、認めたとか認めないとかという議論ではな

くて、これを前提にして議論はさせていただきました。  

 あと確認、最後に一、二分ありますが、発言いただいてない方はおられませんかね。  

 何か最後一言ございますか。余り繰り返しの長いことは。  

 仮に成人病センター、白紙になるということが仮にあったとしたら、この協議会は

どうなるんやという。 

○梅本委員 

 もっといいものができる。  

○加藤会長 
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 いや、もっといいのができるというお話、また招集していただいて、いや、それは

あかんと言えるのかどうか、それはお任せしますので。  

 それでは、以上をもちまして、第５回でございますが、協議会の開催を終わりたい

と思いますが、事務局のほうで何か。  

○木村副知事 

 どうもありがとうございました。  

 ５月３１日に協議会を立ち上げて、半年余り５回にわたりまして、委員として協議

会に御出席いただきまして、非常に有益な御意見、議論を賜わりまして、心から感謝

します。 

 今後は、御意見をしっかり受けとめて、今、会長からおまとめいただいたように、

土地利用計画の素案づくりに役立てたいと思います。  

 今回の会議の設営、増田先生おっしゃるように、そもそも議論の範囲というふうな、

プリミティブなところの設計から至らぬ点、多々あったと思います。議会からも協議

会が混乱しているというような御指摘がありました。そういうものを通じて議会でも

新たな議論が展開された。非常に有意義な機会であったと自分では思っております。  

 ただ、ちょっと気がかりなのは成人病センターなんですけど、おととい、人間ドッ

ク行って引っかかって、成人病センターで初めて受診したんですよ。朝９時半から受

け付けをして、本当にたくさんの方が来られていました。そしてハード、ソフト、い

ろんな意味で、はよ建て替えなあかんなという实感がありまして、ぜひ早目に建て替

えが实現するように、関係者の皆さんで引き続き御協力いただきたいというふうに思

いました。 

 いろんな形で先生方にご指導いただくような機会もあると思いますので、府政の推

進発展に今後ともお力添えをぜひ賜わりたいということを改めてお願いして、お礼の

言葉とさせていただきます。  

 どうもありがとうございました。  
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